
平
成
二
十
四
年
四
月
六
日
提
出

質

問

第

一

八

〇

号

自
主
的
避
難
者
の
現
況
把
握
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

秋

葉

賢

也
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自
主
的
避
難
者
の
現
況
把
握
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

私
が
提
出
し
た
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日
提
出
質
問
第
一
四
三
号
）
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
、
「
自

主
的
避
難
等
対
象
区
域
」
の
設
定
に
あ
た
り
、
原
発
事
故
発
生
直
後
の
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
現
在
の
福
島
県
内
の
市
町

村
別
の
自
主
的
避
難
者
の
数
を
用
い
て
検
討
し
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
後
の
自
主
的
避
難
者
の
数
に
つ
い
て
は
推
計
値
を
用
い

て
検
討
し
た
こ
と
等
、
様
々
な
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
質
問
す
る
。

一

答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
政
府
は
、
文
部
科
学
省
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日
に
決
定
し

た
中
間
指
針
追
補
に
お
け
る
「
自
主
的
避
難
等
対
象
区
域
」
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
福
島
県
か
ら
の
報
告
に
よ
り
把
握
し

て
い
る
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
現
在
の
自
主
的
避
難
者
の
市
町
村
別
の
数
と
、
同
年
同
月
か
ら
九
月
ま
で
の
同
県
内
の

地
域
ご
と
の
自
主
的
避
難
者
の
推
計
人
数
を
用
い
た
由
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
福
島
県
内
の
地
域
ご
と
の
自
主
的
避
難
者
の

推
計
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
各
地
域
に
お
け
る
自
主
的
避
難
者
の
数
を
把
握
す
る
た
め
、
「
最
も
実
情
を
把
握
し
得
る
立
場
に
あ
る
地
方
公

共
団
体
に
照
会
す
る
な
ど
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
弁
し
た
。
少
な
く
と
も
福
島
県
の
隣
接
県
の
市
町
村
全
て
に
つ
い
て
実

態
を
把
握
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
照
会
す
る
範
囲
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
ど

一



の
地
方
公
共
団
体
に
照
会
し
た
の
か
、
地
方
公
共
団
体
名
を
全
て
列
挙
さ
れ
た
い
。

三

福
島
県
な
ど
の
被
災
し
た
地
方
公
共
団
体
で
は
、
復
興
へ
の
取
組
み
だ
け
で
予
算
も
人
員
も
足
り
な
い
の
が
実
態
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
自
主
的
避
難
者
の
数
に
つ
い
て
自
治
体
に
再
度
照
会
す
る
だ
け
で
的
確
な
回
答
が
得
ら

れ
る
と
政
府
は
考
え
て
い
る
の
か
。

四

市
町
村
別
の
自
主
的
避
難
者
の
数
の
実
態
調
査
に
つ
い
て
、
自
治
体
任
せ
に
し
て
い
る
か
ら
進
ま
な
い
の
で
あ
る
。
前
回

の
質
問
主
意
書
で
述
べ
た
趣
旨
の
と
お
り
、
仙
台
に
設
け
ら
れ
た
復
興
局
な
ど
を
用
い
て
、
国
が
自
ら
実
情
把
握
を
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
復
興
局
の
人
員
が
少
な
く
復
興
局
職
員
が
直
接
調
査
す
る
の
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
復
興
局
が
外
部
委
託
し
て

で
も
調
査
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

以
上
の
四
問
は
福
島
県
を
中
心
に
聞
い
て
き
た
が
、
宮
城
県
、
茨
城
県
な
ど
福
島
県
の
隣
接
県
に
つ
い
て
も
自
主
的
避
難

者
が
多
数
お
り
、
的
確
に
実
態
調
査
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

紛
争
審
査
会
は
三
月
十
六
日
の
中
間
指
針
第
二
次
追
補
の
決
定
以
降
、
次
回
の
紛
争
審
査
会
の
開
会
日
程
を
公
表
し
て
い

な
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
損
害
賠
償
額
の
見
直
し
な
ど
課
題
は
多
く
残
っ
て
お
り
、
文
部
科
学
大
臣
は
紛
争
審
査
会

に
対
し
、
引
き
続
き
指
針
の
見
直
し
を
行
わ
せ
る
べ
き
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
及
び
紛
争
審
査
会
の
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

二



ル
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


